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適用

平成２３年９月１日以降に

新たに契約した委託業務に適用する



主な改定項目

主な改定項目は、以下のとおりです。

１ CAD製図に関する要領・基準１．CAD製図に関する要領・基準

２ CADデータのチェック２．CADデ タのチェック

３．４文字拡張子のファイルの格納に対応

４．その他



ＣＡＤ製図に関する要領・基準
改定のポイント①

ＣＡＤ製図に関する要領・基準について、一部、追加・見直しを行いました。

要領・基準（案）等 策定者
ガイドライン

第４版

ガイドライン

第４．１版

ＣＡＤ製図基準（案） 平成２０年５月 同左ＣＡＤ製図基準（案）

国土交通省

平成２０年５月 同左

ＣＡＤ製図基準 電気通信設備編 平成１６年６月 平成２２年９月

ＣＡＤ製図基準（案）機械設備工事編 平成１８年３月 同左製図基準（案）機械設備 事編

地方整備局（港湾空港関係）の事業における

電子納品運用ガイドライン【資料編】
国土交通省港湾局 平成２０年７月 平成２３年４月

電子化図面データの作成要領（案） 平成１７年４月 平成２３年３月電子化図面デ タ 作成要領（案）
農林水産省

農村振興局
電子化図面データの作成要領（案）電気通信設備編 平成１７年４月 同左

電子化図面データの作成要領（案）機械設備工事編 平成１９年４月 同左

電子化図面データの作成要領（案） 水産庁漁港漁場整備部 平成２０年３月 同左

電子化図面データの作成要領（案） 高知県林業振興・環境部 － 平成２３年４月
NEW



ＣＡＤデータのチェック
改定のポイント②

納品するすべてのＣＡＤデータがＣＡＤ製図基準(案)に準拠して作成されているか、ＳＸＦ
ブラウザ等を用いて確認することとしました。ただし、修正設計等でＣＡＤ製図基準（案）に
準拠し いない既存の デ タを用い 作成する場合は の限り はありません

ガイドライン第４版（旧版）

準拠していない既存のＣＡＤデータを用いて作成する場合は、この限りではありません。

チェックツールを用いた確認は規定していない。

ガイドライン第４．１版（新版）

チェックツールチェックツ ル

『ＳＸＦブラウザ』又は『ＳＸＦ表示機能及び確認機能要件書（案）に従い開発されたソフトウェア』

チェック必須項目

１）レイヤ名 ２）用紙外図形 ３）重複図形 ４）ショートベクトル ５）図面の大きさ１）レイヤ名 ２）用紙外図形 ３）重複図形 ４）ショ トベクトル ５）図面の大きさ

６）色 ７）背景同色 ８）線種 ９）線幅 １０）文字フォント 11）文字配置

チェックの頻度

受注者 納 するす デ タを確 査職員 納 される デ タ受注者は納品するすべてのＣＡＤデータを確認し、調査職員は納品されるＣＡＤデータから平面
図と任意の図面を抜き取り、確認を行う。



４文字拡張子のファイルの格納に対応
改定のポイント③

拡張子が4文字以上のファイルを格納する場合、ファイルを圧縮せずに、そのまま格納し
ても良いこととしました。（例：Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ等）

ガイドライン第４版（旧版）

ファイルを圧縮して、該当するフォルダに格納する。圧縮ファイル形式は受発注者協議
により決定する。（国土交通省準拠）

ガイドライン第４．１版（新版）

拡張子が4文字以上のファイルを格納する場合、受発注者協議により、ファイルを
圧縮せずに、そのまま格納しても良い。
この場合に使用する電子媒体はＤＶＤ-Ｒとし、フォーマット形式はＵＤＦ（ＵＤＦ Ｂｒｉｄ

ｇｅ）とする。



その他その他
改定のポイント④

測量成果図面のバージョン

納品する測量成果図面は、当面の間はＳＸＦ Ｖｅｒ．２．０ レベル２でも可としており
ましたが、ＳＸＦ Ｖｅｒ．３．０ レベル２以上を原則とすることとしました。

測量成果の製品仕様書

製品仕様書（製品仕様書名・製品仕様書ファイル名）について、必須記入項目から

電子メ ルを活用した情報交換の追加

条件付き（測量法第5条に該当する測量）必須記入項目にしました。

電子メールを活用した情報交換の追加

平成２２年２月２２日付け２１高建管第１０２０号で通知しました「電子メールを活用
した情報交換」をガイドラインに明記しました。これに伴い、２１高建管第１０２０号
を廃止します。

－ 以 上 －


